


　県内に事業所を有し、事業を営
んでいる方（個人事業者県内に住
居がある方を含む）

0.45％～
1.90％

（1～4および
6号要件）
0.95％
（5,7,8号要件）
0.80％

0.95%

0.50％～
2.20％

0.45％～2.20％
上記保証料率に
0.25％～0.45％
上乗せ
（国補助0.10％～
0.15％）

0.45％～1.90％

運転・借換
10年以内
設備
20年以内

10年以内

10年以内
（1年以内）

運転5年以内
設備10年以内
（1年以内）

10年以内
（1年以内）

10年以内
（1年以内）

経営安定関連1号～8号の認定を
受けている方

創業または分社化をお考えの方
（創業後5年以内の方を含む）

常時使用する従業員が20人（娯楽
業・宿泊業を除く商業・サービス業
は5人）以下で、新規借入後の残高
が2,000万円以内の方

法人で一定の要件を満たしており
経営者保証を希望しない方

法人で申込金融機関から経営者保
証を提供したプロパー融資を受け
られており、一定の要件を満たし
ている方

経営安定関連保証

創業関連保証

小口零細企業保証

事業者選択型経営者
保証非提供促進特別
保証制度

プロパー融資借換特
別保証制度

普通保証 2億8,000万円

2億8,000万円

認定支援機関等の関与した計画
を基に事業の改善に取り組む方

責任共有対象
0.80％
（国補助0.50％）
経保免除の場合
1.00％
（国補助0.70％）
責任共有対象外
1.00％
（国補助0.70％）
経保免除の場合
1.20％
（国補助0.90％）

15年以内
（3年以内）

事業再生計画実施関
連保証（経営改善・再
生支援強化型）

①の場合
0.45％～1.90％
（国補助0.22％
～0.95％）
②の場合
0.45％～1.90％
（国補助0.11％
～0.47％）

①申込金融機関から本制度による
保証付き融資の実行と原則同時に
本保証付き融資額の１割以上（融資
期間12ヶ月以上）のプロパー融資を
受ける方
②申込金融機関の支援を受けつつ、
自ら経営行動計画の策定並びに計
画の実行及び進捗報告を行う方

10年以内
（運転資金1年以
内、設備資金及び
運転設備資金3年
以内）

協調支援型特別保証
制度

事業再生計画実施
関連保証

2億8,000万円

3,500万円

創業関連保証の保
証料率0.95%に
0.2%を上乗せし
た保証料率

10年以内
（1年以内、
特例3年以内）

3,500万円

責任共有対象　
0.80％
責任共有対象外
1.00％

15年以内
（1年以内）

認定支援機関等の関与した計画を
基に事業の改善に取り組む方

スタートアップ創出
促進保証

会社設立にて創業をお考えの方
担保・保証人免除
（創業後5年以内の方を含む）

2億8,000万円

2,000万円

8,000万円

2億8,000万円

※貸付利率は、金融機関所定となります。

保証期間
（据置期間）










